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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
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【発行日】平成27年6月25日(2015.6.25)

【公開番号】特開2013-4520(P2013-4520A)
【公開日】平成25年1月7日(2013.1.7)
【年通号数】公開・登録公報2013-001
【出願番号】特願2012-121818(P2012-121818)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｂ  33/10     (2006.01)
   Ｃ２３Ｃ  14/04     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  51/50     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｂ   33/10     　　　　
   Ｃ２３Ｃ   14/04     　　　Ａ
   Ｈ０５Ｂ   33/14     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成27年5月11日(2015.5.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　開口部が形成され、前記開口部を取り囲むマスクフレームと、
　前記マスクフレーム上に結合されるマスクと、
　前記マスクを支持する少なくとも一つの支持台と、
　前記支持台を固定する複数の固定部と、を備える薄膜蒸着用マスクフレームアセンブリ
ー。
【請求項２】
　前記支持台は、前記開口部を横切ってマスクフレームに対して一方向に配される請求項
１に記載の薄膜蒸着用マスクフレームアセンブリー。
【請求項３】
　前記支持台は、前記マスクを下部から支持する支持部と、前記支持部の両端から少なく
とも１回折り曲げられる折り曲げ部と、を備える請求項２に記載の薄膜蒸着用マスクフレ
ームアセンブリー。
【請求項４】
　前記支持台の折り曲げ部には前記固定部がそれぞれ位置し、少なくとも一つの締結部に
よって前記支持台と固定部とは互いに結合され、
　前記固定部の両端は、マスクフレームに対して他方向に配されて、互いに対向して配さ
れたフレームに結合された請求項３に記載の薄膜蒸着用マスクフレームアセンブリー。
【請求項５】
　前記固定部は、前記支持台の折り曲げ部に対して対応する部分に少なくとも一つの締結
孔が形成され、
　前記締結部は、前記締結孔を通じて挿入されて前記支持台の折り曲げ部に形成された結
合溝に結合される請求項４に記載の薄膜蒸着用マスクフレームアセンブリー。
【請求項６】
　前記締結孔は、前記固定部の長手方向に沿って前記支持台の折り曲げ部に対してそれぞ
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れ対応する部分に離隔して複数個形成され、
　前記締結部は、前記締結孔を通じて前記支持台の折り曲げ部に結合される請求項５に記
載の薄膜蒸着用マスクフレームアセンブリー。
【請求項７】
　前記締結孔は、前記固定部の長手方向に沿って離隔して複数個形成され、
　前記締結部は、前記締結孔に沿ってその位置を移動させて前記支持台の折り曲げ部に結
合される請求項５に記載の薄膜蒸着用マスクフレームアセンブリー。
【請求項８】
　前記締結孔は、前記固定部の長手方向に沿って離隔するように前記支持台の数より多く
形成され、
　前記締結部は、支持台に対して固定部が対応する位置に該当する締結孔を通じて前記支
持台の折り曲げ部に結合される請求項５に記載の薄膜蒸着用マスクフレームアセンブリー
。
【請求項９】
　前記締結孔は、前記固定部の長手方向に沿って一つの大口径形状に形成され、
　前記締結部は、前記締結孔に沿ってその位置を移動させて前記支持台の折り曲げ部に結
合される請求項５に記載の薄膜蒸着用マスクフレームアセンブリー。
【請求項１０】
　前記固定部の両端に結合されるフレームには、前記固定部に対して支持台の折り曲げ部
が結合できる空間と対応する間隔を維持する間隔制御部が形成された請求項４に記載の薄
膜蒸着用マスクフレームアセンブリー。
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